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会 長：ただ今から、令和６年第２回定例総会を開会いたします。欠席委員は１番

１名です。出席委員は８名中７名で、定足数に達しておりますので、総会は

成立しております。本日の議事録署名人に、７番と８番を指名いたします。 

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。初めに、

日程第１、農地法第３条の規定による許可申請について、議案番号１０号を

上程いたします。本案件について、７番が関係人となっていますので、当該

事案の審議開始から終了まで退席をお願いします。関係議案終了後に入室、

着席いただきます。 

(７番 退席 退出) 

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号１０号を朗読） 

(説明) 当案件は、位置図にありますとおり田端地区の農用地区域内農地１筆で

す。譲受人は、トラクターや管理機、コンバイン等を所有しており、水稲や

露地野菜を作付しています。自宅から当該地までの通作距離は約８００ｍ

で、徒歩約１０分です。また、権利を有するすべての農地を効率的に耕作し、

農作業に従事する日数が年間１５０日以上であるため、今回の権利の設定に

よる周辺農地への影響はありません。以上のことから、農地法第３条第２項

各号には該当しませんので、許可条件の全てを満たしていると考えられま

す。 

会 長：続いて、隣接地区担当農業委員である私から、農地法の観点から現地調査

の結果並びに補足説明をいたします。 

会 長：先日事務局職員と現地確認しました。現状きれいに管理されておりました。

譲受人は農地法の要件を満たしていると思いますので問題ないと思いま

す。引き続き、この状態を維持していただきたいと思います。 

会 長：それでは、これより質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のあ

る方は挙手願います。 



 （５番挙手） 

５ 番：譲受人の耕作面積が小さいですが、もともと農家として耕作されていた方

ではないのでしょうか。 

事務局：昔から農業をやられているようですが、議案に記載の面積が、現状他市含

めての耕作面積となっています。農地法第３条の許可申請で、以前要件と

してあった下限面積が撤廃されたことから、小規模の農家についても農地

法の要件を満たすこととなります。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号１０号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号１０号は原案のとおり許可書を交付する

ことに決定いたします。それでは、審議が終わりましたので７番は入室し

てください。 

（７番 入室 着席） 

会 長：次に日程第２、非農地証明願について、議案番号１１号を上程いたします。

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号１１号を朗読） 

(説明) 当案件は、位置図にありますとおり宮山地区にある農業振興地域内農地

１筆です。申請地は、航空写真の状況から少なくとも昭和４４年から駐車場

及び倉庫敷地として使用していました。その後申請者が相続し、農地法違反

であることが判明したため申請に至りました。なお、農地法に基づく農地転

用許可の判断基準となる農地区分は、第２種農地です。農地への復元が難し

く、他の農地に影響はないと思われますので、非農地証明交付はやむを得な

いとしました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である２番から、現地調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

２ 番：１２月２６日と１月１６日事務局職員と現地確認しました。当該地は申請

人の自宅敷地の一部で、物置があるのとそれ以外は砂利が敷いてあり駐車

場として使用されていました。農地としての復元は難しいと考えますので

やむを得ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号１１号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号１１号は原案のとおり許可書を交付する

ことに決定いたします。続いて、議案番号１２号を上程いたします。事務

局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号１２号を朗読） 

(説明) 当案件は、位置図にありますとおり宮山地区にある農業振興地域内農地

１筆です。申請地は、平成１７年に隣地直売所の開発に当たり農地転用した

筆の残地で、現況は未利用地です。開発当時、当該地には看板が設置されて

いたため、その部分を除いて直売所の開発区域を設定し農地転用したため、

残地として一部農地のままとなっておりました。なお、農地法に基づく農地

転用許可の判断基準となる農地区分は、第３種農地です。地積が５㎡と小さ



く、位置、面積、形状等から、農地として耕作の用に供することができない

と認められ、また、他の農地に影響はないと思われますので、非農地証明交

付はやむを得ないとしました。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である２番から、現地調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

２ 番：２月６日事務局職員と現地確認しました。当該地は店舗駐車場の北側にあ

り、以前は看板が立っていましたが現状看板はなく土の状態です。２月１

８日に隣接地店舗の副店長に立ち会っていただき、看板のことや、この部

分だけ農地が残った経緯等を聞いたところ、詳細ついてはわからず、当時

のことを知っている職員は現在いないと思うとのことでした。位置、面積、

形状等から農地として利用することは難しいと考えますので、やむを得な

いと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号１２号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号１２号は原案のとおり許可書を交付する

ことに決定いたします。続いて、議案番号１３号を上程いたします。事務

局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号１３号を朗読） 

(説明) 当案件は、位置図にありますとおり小動地区にある農業振興地域内農地

１筆です。申請地は、航空写真の状況から少なくとも平成８年から住宅敷地

の一部及び山林の状態でした。その後申請者が相続し、農地法違反であるこ

とが判明したため申請に至りました。なお、農地法に基づく農地転用許可の

判断基準となる農地区分は、第２種農地です。農地への復元が難しく、他の

農地に影響はないと思われますので、非農地証明交付はやむを得ないとしま

した。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である３番から、現地調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

３ 番：２月１６日事務局職員と現地確認しました。１月総会の議案番号４の場所

と同じ敷地内であり、敷地内には空き家があり、当該地は一部がその敷地

の入り口部分になっており、また、それ以外の部分は雑木が生えており、

農地としては利用できない状態です。住宅敷地内ということもありやむを

得ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号１３号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号１３号は原案のとおり許可書を交付する

ことに決定いたします。次に、日程第３、農業経営基盤強化促進法に伴う利

用権の設定の申し出について、議案番号１４号を上程いたします。事務局よ

り議案の朗読と説明をお願いします。 



事務局：（議案番号１４号を朗読） 

（説明）当該地は小動地区にある農用地区域内の農地１筆で、現況は畑です。期

間については約４年１０か月間で、借り手は令和４年度に新規就農し、トラ

クターやハンマーナイフ、野菜乾燥機などを保有しております。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である３番から農地法の観点から現地調査の結

果並びに補足説明をお願いします。 

３ 番：２月１６日事務局職員と現地確認しました。当該地はリサイクルセンター

の入り口の近くで、今まで耕作されていなかった場所です。譲受人は近隣で

もかなり耕作しており問題ないと思います。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの説明につ

いて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号１４号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号１４号は原案のとおり決定通知書を町長

に送付いたします。次に、日程第４、農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出について、報告番号１０号及び１１号の２件、日程第５、農地法第

４条第１項第７号の規定による届出について、報告番号１２号から１７号

の６件、日程第６、農地法第５条第１項第６号の規定による届出について、

報告番号１８号から２０号の３件、以上、一括して事務局より報告事項の

説明をお願いします。 

事務局：農地法第３条の３第１項の規定による届出については、議案書のとおり２

件、農地法第４条第１項第７号の規定による届出については、議案書のとお

り６件、農地法第５条第１項第６号の規定による届出については、議案書の

とおり３件届出がありました。いずれも添付書類含め完備しておりましたの

で、事務局長専決により、書類を受理いたしました。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：農地法第３条の３第１項の規定による届出について、相続人は農家として

耕作されているのでしょうか。 

事務局：両者とも農家ではないと思います。 

会 長：相続された農地について、今後どのようにされるか等案内や相談等はでき

ていますか。 

事務局：農地を所有している方が亡くなった場合、町の「おくやみコーナー」で、

ご家族の方に今後の手続きについて説明する中で、農地についてのご意向も

併せて確認しており、お困りの方については、相談をお受けしています。報

告番号１０号の相続人については、農地の斡旋希望とのことでございます。

報告番号１１号の相続人については、今後農地としての利用を考えておら

ず、土地利用を含め検討中とのことでございます。 

会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、報告事項については

了承されたことといたします。 

   最後に、その他として、審議事項はありますでしょうか。 

（特になし） 

会 長：では、以上をもって、令和６年第２回寒川町農業委員会定例総会を閉会い

たします。 



資  料 １．令和６年第２回定例総会議案及び位置図 

  

議事録署名人   相田 孝        議事録署名人   中村 基寛         

本議事録は、令和６年３月２５日、承認・署名を得て確定しました。 


